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　福島原発事故から 11 年を迎え被災者や、
被曝した人たちの健康被害は表に出されな
いまま、不信な死や、原因不明の病気に掛
かりうつ病から自殺者が増えています。子
どもの甲状腺がんは当事者の子どもたちが、被曝による癌であ
ることを認める様に裁判を起こしています。
　除染が終了したという理由で「帰還困難地区」にも帰還を奨
励し、移住者には「勝手に避難したのだから、保障はできない」
と次々補償の打ち切りをしています。
　政府は今後も停止中の原発を再稼働させることを決めていま
す。第2第3の福島原発事故が想定されます。原発の「安全神話」
はすでに崩れ去っています。国際的にも指摘されている日本の
安全基準の見直しをはじめ、人権法の確立が必要です。
・岡山県では初の「チェルノブイリ法日本版」学習会です。
貴重な学習の機会ですので多くの人にご参加いただきた
いです。

福島原発事故の
写真展を
同時に開催予定
しております。
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